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犯罪のない安全で安心して暮らせる社会の実現は、市民の願いです。  
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第１章 推進計画策定にあたって 
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【単位：件】 

資料：北海道警察 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
刑法犯  重要 

犯罪  

重要 

窃盗  総数  凶悪犯  粗暴犯  窃盗犯  知能犯  風俗犯  その他 

北海道  

平成 16 年  88,249 456 2,221 69,410 2,160 457 13,545 812 13,254 

平成 17 年  73,071 421 2,153 55,960 2,385 487 11,665 798 10,655 

平成 18 年  65,417 401 2,294 48,853 2,220 503 11,146 773 9,094 

平成 19 年  60,880 348 2,145 45,847 1,786 411 10,343 635 7,727 

平成 20 年  59,733 292 2,070 46,480 2,047 395 8,449 539 6,301 

北広島

市  

平成 16 年  813  1  13  678  9  6  106  7  99  

平成 17 年  796  7  19  651  21  4  94  11  96  

平成 18 年  692    4  20  532  23  11  102  15  78  

平成 19 年  658  3  11  539  18  3  84  5  69  

平成 20 年  643  0 14  552  16  2  59  2  45  

平成２０年　市内の犯罪状況（643件）
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第２章 犯罪等の現状  
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参考 　道内の刑法犯少年の年齢別推移
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【単位：件】 

資料：北海道警察厚別警察署  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

年度 情報件数 

平成 16 年  46 件  

平成 17 年  45 件  

平成 18 年  57 件  

平成 19 年  30 件  

平成 20 年  28 件  

 
資料：北広島市教育委員会 
（子どもＳ・Ｃ通信発行数） 

 

 総数  

街頭犯罪 侵入犯罪 初発型非行 
路上 

強盗 

路上 
強制 
猥褻 

自動 
車盗 

車上 
狙い 

部品 
狙い 

侵入 
盗難 

侵入 
強盗 

万引 
き 

自転 
車盗 

バイ 
ク盗 

占脱 
横領 

北広島市 平成 19 年  401 7 50 24 59 2 45 181 11 20 0 2 

平成 20 年  403 8 76 6 34 0 61 169 21 26 0 2 
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市内の振り込め詐欺発生状況
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 オレオレ 

詐  欺  

架空請求 

詐  欺  

融資保証 

金詐欺 

還付金等 

詐  欺  
合  計  被害総額 

平成 19 年  2 件  0 件  3 件  0 件  5 件  5,841,100 円  

平成 20 年  1 件  1 件  2 件  2 件  6 件  4,005,529 円  

                                 資料：北海道警察厚別警察署 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：北海道警察 

相談者年代 比率％ 

20 歳未満 1.4% 

20 歳代 7.6% 

30 歳代 13.1% 

40 歳代 16.7% 

50 歳代 18.2% 

60～65 歳未満 12.8% 

65 歳以上 25.0% 

不   詳  5.2% 
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（1）北海道の犯罪が減少傾向であることの認知度 

・知っている   １０．７％    ・知らない    ８５．３％ 

・無回答      ４．０％ 

 

（2）犯罪被害にあうことへの不安 

・よくある     ９．３ ％    ・たまにある   ６１．４ ％ 

・ほとんどない  ２６．４ ％    ・まったくない   １．８ ％ 

・無回答      １．１ ％ 

 

（2- 1）どのような犯罪に不安を感じるか（複数回答可）  

・空き巣ねらい  ６２．７ ％    ・車上ねらい   ５７．０ ％ 

・悪質商法や振り込め詐欺 ２６．４ ％    ・少年による犯罪 ４１．５ ％ 

・ひったくりや路上強盗 ３９．０ ％    ・子どもの連れ去りやいたずら ３５．７ ％ 

 

（2- 1）犯罪被害にあうのではないかと不安を感じる場所（複数回答可）  

・自宅      ５７．９ ％        ・駐車場･駐輪場  ４５．２ ％ 

 ・日常利用している道路 ４２．７ ％        ・繁華街･商店街  ３４．５ ％ 

・公園      ２４．７ ％        ・空き地･空き家  １５．７ ％ 
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（3）在住地域で起きている犯罪の認知度 

・知っている   １１．７ ％    ・ある程度知っている ６２．９ ％ 

・知らない    ２４．２ ％    ・無回答      １．２ ％ 

 

（3- 1）地域で起きている犯罪をどのような手段によって知りましたか（複数回答可） 

・テレビ･ラジオ･新聞 ６１．３ ％     ・町内会からの情報 ５４．６ ％ 

・地域住民からの情報 ４２．７ ％        ・警察からの情報 ２４．５ ％ 

 

（4）在住地域における防犯活動への認識 

・活発になってきた  ４．１ ％  ・どちらかというと活発になってきた １７．４ ％ 

・今までと変わらない ４６．０ ％  ・どちらかというと低調になってきた  ４．１ ％ 

・低調になった   １．１ ％  ・わからない、無回答  ２７．３ ％ 

 

（5）地域を犯罪被害から守る活動団体への関心 

・参加している   ４．５ ％    ・参加したことがある １３．６ ％ 

・参加していない ８１．０ ％    ・無回答        １．０ ％ 

 

（5- 1）地域活動への参加団体（複数回答可） 

・町内会     ５６．４ ％        ・学校、ＰＴＡ    ４６．３ ％ 

・防犯協会    １１．０ ％    ・職場            １０．１ ％ 

 

（5- 2）参加団体の活動（複数回答可） 

・防犯パトロール    ５６．７ ％  ・登下校時の児童の見守り活動 ４８．４ ％ 

・隣近所への見守り、声掛け運動 ２８．６ ％  ・講習会や研修会の開催･参加 １９．８ ％ 

 

（6）地域を犯罪被害から守るために必要な活動（複数回答可） 

・防犯パトロール    ７１．０ ％  ・隣近所への見守り、声掛け運動 ４８．６ ％ 

・登下校時の児童の見守り活動 ４７．７ ％  ・街路灯等の設置･点検 ４７．１ ％ 

 

（7）ご近所付き合いや連帯感に関する意識 

・地域がまとまっており連帯感が強い            ２．９ ％ 

・ご近所付き合いも多くある程度連帯感がある         ３０．２ ％ 

・ご近所とは挨拶程度の付き合いがほとんどであり、あまり連帯感がない ４７．０ ％ 

・ご近所との付き合いが希薄であり、ほとんど連帯感がない １２．７ ％ 

 

（8）行政に期待する地域安全対策（複数回答可） 

・街路灯や通報装置など道路や公園等の安全対策      ６２．４ ％ 

・警察の活動や体制の整備                ５６．９ ％ 

・犯罪情報や防犯対策に関する情報の提供         ４９．０ ％ 
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28  H26 0件 
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推 進 計 画 

（H22～H26） 
 

市の取組み 
・防犯意識の普及と啓発活動の推進 
・市民活動への支援 
・犯罪が起こりにくい環境の整備 
・学校等における防犯対策の推進 
・高齢者・障がい者の安全対策 
 
市民の取組み 
・身の回りの安全対策 
・地域における安全対策 
・防犯灯の整備 
・知識習得のため防犯講座等への参加 
・地域ぐるみの防犯活動 
 
事業者の取組み 
・施設等への安全対策 
・従業員への啓発 
・地域の一員としての取組み 

推進会議 

 
・市民、関係団体、

関係機関、公募委
員等１２名で構成 

 
・委員のそれぞれの

立場で、犯罪のな
い安全で安心なま
ちづくりの推進の
ために必要な事項
について協議 

 

 

 

推進委員会 

 
・市民部長を委員長

とする庁内推進体
制（関係課長職で
構成） 

 
・犯罪のない安全で

安心なまちづくり
推進計画及び推進
に関することを協
議 

 

 

‹ 

防犯活動の取組み 

防 犯 協

会 

そ  の  他
関係機関  

Ｐ Ｔ Ａ 

住 民 

暴力追放
推進協議会 警 察 

自 治 会 
町 内 会 

企 業 保育園等 

行 政 

自 主 
防犯団体 

小中学校 

P

L
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D
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C
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E

C

K 

推進状況の点検・評価 

取組みの見直し 
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資料１：北広島市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例 

 

資料２：北広島市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進会議規則 

 

資料３：北広島市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進会議委員名簿  

 

資料４：北広島市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進委員会設置規定 

 

資料５：用語集 



 

 

資料１      

 

平成 20 年 12 月 19 日  

条例第 30 号  

(目的 )  

第 1 条 この条例は、犯罪のない安全で安心なまちづくりに関し、基本理念及び市の

施策の基本となる事項を定め、市並びに市民、事業者、住民組織及び関係団体 (以下

「市民等」という。)の責務及び役割を明らかにすることにより、犯罪のない安全で

安心なまちづくりを総合的かつ計画的に推進し、もって市民、事業者及び本市を来

訪する者が安全で安心して生活することができる地域社会の実現を図ることを目的

とする。  

(定義 )  

第 2 条 この条例において「犯罪のない安全で安心なまちづくり」とは、市及び市民

等による犯罪の防止のための活動、犯罪の防止に配慮した生活環境の整備その他犯

罪の防止のために必要な取組をいう。  

2 この条例において「市民」とは、市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学す

る者及び市内において活動 (事業活動を除く。 )を行う個人をいう。  

3 この条例において「事業者」とは、市内に事務所、事業所等を有し、事業活動

を行う個人又は法人その他の団体をいう。  

4 この条例において「住民組織」とは、自治会、町内会その他の市内の一定の区

域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。  

5 この条例において「関係団体」とは、市内において犯罪の防止を目的として組

織された団体をいう。  

6 この条例において「学校等」とは、学校教育法 (昭和 22 年法律第 26 号 )第 1 条

に規定する学校 (大学を除く。 )及び児童福祉法 (昭和 22 年法律第 164 号 )第 7 条第 1

項に規定する児童福祉施設をいう。  

(基本理念 )  

第 3 条 犯罪のない安全で安心なまちづくりは、市及び市民等が自ら地域の安全を確

保するという意識の下、それぞれの責務及び役割を果たしつつ相互に連携を図るこ

とを基本として推進されなければならない。  

2 犯罪のない安全で安心なまちづくりは、犯罪の実態を考慮して効果的に推進さ

れなければならない。  

3 犯罪のない安全で安心なまちづくりは、児童等 (幼児、児童及び生徒をいう。以

下同じ。 )、高齢者及び障害者に配慮して推進されなければならない。  

4 犯罪のない安全で安心なまちづくりは、関連するあらゆる分野における取組と

の連携の下に推進されなければならない。  

javascript:void%20fnInyLink(105041,'3600600004200627h.html','J1')
javascript:void%20fnInyLink(105041,'3600600004200627h.html','J1')
javascript:void%20fnInyLink(105106,'8206000004210401h.html','J7_K1')
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(市の責務 )  

第 4 条 市は、市民等と協働して、犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進するた

めの基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。  

2 市は、犯罪のない安全で安心なまちづくりに関し、市民等に必要な情報の提供、

広報活動及び啓発活動を行うものとする。  

3 市は、犯罪のない安全で安心なまちづくりに関する施策を実施するに当たって

は、関係行政機関及び市民等との連絡調整を緊密に行うものとする。  

(市民の役割 )  

第 5 条 市民は、犯罪のない安全で安心なまちづくりについて、理解を深め、及びこ

れを推進するよう努めるとともに、積極的に日常生活における安全の確保に努める

ものとする。  

2 市民は、市が実施する犯罪のない安全で安心なまちづくりに関する施策に協力

するよう努めるものとする。  

(事業者の役割 )  

第 6 条 事業者は、犯罪のない安全で安心なまちづくりについて、理解を深め、及び

これを推進するよう努めるとともに、積極的に事業活動における安全の確保に努め

るものとする。  

2 事業者は、市が実施する犯罪のない安全で安心なまちづくりに関する施策に協

力するよう努めるものとする。  

(住民組織及び関係団体の役割 )  

第 7 条 住民組織及び関係団体は、犯罪のない安全で安心なまちづくりに関する活動

を自主的に行うとともに、地域の実情に応じ、その地域で活動する団体と連携して、

犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進するよう努めるものとする。  

2 住民組織及び関係団体は、市が実施する犯罪のない安全で安心なまちづくりに

関する施策に協力するよう努めるものとする。  

(推進体制の整備 )  

第 8 条 市は、犯罪のない安全で安心なまちづくりを効果的に推進するため、市、市

民等及び関係行政機関が相互に協力する体制の整備を行うものとする。  

(児童等の安全の確保等 )  

第 9 条 市は、学校等及び市民等と協働して、児童等が通学、通園等に利用している

道路、公園等における安全の確保に努めるものとする。  

2 市は、学校等及び市民等と協働して、児童等が犯罪による被害を受けないよう

にするための教育の充実に努めるものとする。  

(高齢者及び障害者の安全の確保 )  

第 10 条 市は、市民等と協働して、高齢者及び障害者が犯罪による被害を受けない

ようにするための必要な措置を講ずるよう努めるものとする。  



 

 

(自主的な活動に対する支援 )  

第 11 条 市は、犯罪のない安全で安心なまちづくりに関する自主的な活動を促進す

るため、必要な支援を行うものとする。  

(北広島市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進会議 )  

第 12 条 第 8 条の規定に基づき、犯罪のない安全で安心なまちづくりの推進のため

に必要な事項について協議するため、北広島市犯罪のない安全で安心なまちづくり

推進会議 (以下「推進会議」という。 )を設置する。  

(推進会議の組織 )  

第 13 条 推進会議は、委員 12 人以内で組織する。  

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。  

(1) 次に掲げる機関及び団体から選出された者  

ア 関係団体及び関係行政機関  

イ 住民組織の連合団体  

ウ 市内の社会福祉法 (昭和 26 年法律第 45 号 )第 109 条第 1 項に規定する市町村社

会福祉協議会  

エ 市内を地区とする商工会  

オ 学校教育に関する団体  

カ 交通安全に関する団体  

(2) 公募に応募した者  

(3) その他市長が必要と認める者  

3 委員の任期は、2 年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。  

4 委員は、再任されることができる。  

(推進会議の運営事項 )  

第 14 条 前条に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、規則で定

める。  

(委任 )  

第 15 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。  

附 則  

この条例は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。  
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